
京都市建築行政情報総合支援システム構築業務受託候補者選定実施要領 

 

制定 平成２５年１２月１９日 

 

（趣旨） 

第１条 この実施要領は，京都市建築行政情報総合支援システム構築業務受託候補者

選定要綱（以下「要綱」という。）の施行に関し，必要な事項を定める。 

 

（委託費用の上限） 

第２条 要綱第３条に規定する別に定める委託費用の上限は，９，０００，０００円

とする。ただし，委託費用には，本業務の仕様書に記載された平成２５年度におい

て受託者が実施する業務内容の全てを含むものとし，当該委託費用の上限には，消

費税及び地方消費税相当額を含むものとする。 

 

（参加資格者の要件） 

第３条 要綱第４条に規定する別に定める要件は，次の各号に掲げるとおりとする。 

⑴ 京都市契約事務規則第４条第１項に規定する一般競争入札有資格者名簿又は同

規則第２２条第１項に規定する指名競争入札有資格者名簿に登載されている者で

あること。 

⑵ 団体若しくはその代表者が契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権

を得ない者でないこと。 

⑶ 代表者，役員又はその使用人が刑法第９６条の３又は第１９８条に違反する容

疑があったとして逮捕若しくは送検され，又は逮捕を経ないで公訴を提起された

日から２年を経過しない者でないこと。 

⑷ 団体又はその代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条

又は第８条第１項第１号に違反するとして，公正取引委員会又は関係機関に認定

された日から２年を経過しない者でないこと。 

⑸ 団体又はその代表者が京都市暴力団排除条例第２条第３号から第５号に該当す

る者でないこと。 

⑹ 地方公共団体において，建築物，建築設備及び工作物に関する建築基準法に定

められた業務（以下「法定業務」という。），法定業務に付随する業務又はこれ

らに類似する業務に関して，データベースにより管理するシステム開発等の受託

実績を有していること。ただし，本プロポーザルの公告の日前５年以内に業務を

完了したものに限る。 

 

（参加表明の方法等） 

第４条 要綱第５条第２項に規定する別に定める方法等は，次の各号に掲げるとおり

とする。 

⑴ 受託希望者は，参加表明書及び会社概要（以下「参加表明書等」という。）を

提出しなければならない。 



⑵ 前号に規定する参加表明書等の提出期間は，平成２５年１２月２４日から平成

２６年１月８日午後５時までとする。 

 

（選定会議） 

第５条 要綱第６条第５項の規定による選定会議は，次に掲げる者をもって構成する。 

⑴ 都市計画局建築指導部建築指導課長 

⑵ 都市計画局建築指導部建築審査課長 

⑶ 都市計画局建築指導部建築安全推進課長 

⑷ その他，要綱第６条第３項の規定による議長が指名する者 

 

（受託候補者の選定等） 

第６条 要綱第５条第３項に規定する別に定める選定の詳細は，次に掲げるとおりと

する。 

⑴ 受託希望者は，次に掲げる書類（以下「企画提案書等」という。）を提出しな

ければならない。 

ア 企画提案書及び企画提案書記載事項確認書 

イ 見積書 

ウ 経費内訳書 

⑵ 前号に規定する企画提案書等の提出期間は，平成２６年１月１７日から平成 

２６年１月２２日午後５時までとする。 

⑶ 受託希望者は，第１号の規定による企画提案書等の提出に関し，電子メールに

より質問することができる。 

⑷ 前号の規定による質問の受付期間は，平成２５年１２月２４日から平成２６年 

１月８日午後５時までとする。 

⑸ 本市は，平成２６年１月１４日までに，受託希望者全員に対し，質問者を特定

できる情報を削除したうえで，質問事項及びその回答を電子メールにより通知す

る。 

⑹ 本市は，受託希望者から提出された企画提案書等の内容に関し，補足資料の提

出等を求めることができる。 

⑺ 選定会議は，受託希望者から提出された企画提案書等の内容及び企画提案書に

関するヒアリングについて，別に定める提案内容評価要領に基づき算出した評価

点をもって評価する。 

⑻ 選定会議は，前号の規定による評価点の合計が最も高い者を，受託候補者とし

て選定する。評価点の合計が最も高い者が２以上あるときの取扱いは，別に定め

る提案内容評価要領による。 

⑼ 選定会議は，受託候補者が業務を実施するに足る能力を有しないと認める場合

においては，前号の規定にかかわらず，受託候補者として選定しないことができ

る。 

⑽ 選定会議は，参加表明書及び企画提案書等が次のアからエまでに掲げる事項の

いずれかに該当するときは，受託候補者を失格とすることができる。失格となっ



た場合は，別途通知する。 

ア 提出期限，提出先及び提出方法に適合しないもの 

イ 指定する様式及び記載上の留意事項に示した条件に適合しないもの 

ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

エ 虚偽の内容が記載されているもの 

２ 選定会議は，受託候補者が本事業の受託について辞退した場合については，前項

第７号の規定による評価点の合計が次点となる者を選定し，その者を受託候補者と

することができる。 

 

（選定結果の通知） 

第６条 要綱第７条第２項に規定する別に定める通知の詳細は，次に掲げるとおりと

する。 

⑴ 本市は，前条第１項第９号の規定に基づく受託候補者の選定審査結果について，

書面をもって通知する。 

⑵ 通知内容に疑義のある受託希望者が説明を求める場合は，平成２６年２月７日

午後５時にまでに，書面を本市に持参し提出することとする。 

⑶ 選定会議は，前号の求めがあった場合は，平成２６年２月１４日までに書面を

もって回答する。 

 

（その他） 

第７条 この要領の実施に必要な事項については，都市計画局建築指導部建築審査課

長が定める。 

 

附則 

１ この実施要領は，要綱の施行の日から施行する。 

２ この実施要領は，平成２６年３月３１日をもって廃止する。 

 


